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指定居宅介護支援重要事項説明書 
 

〔令和 ６年 ４月 １日現在〕 
 

１．事業主体 

法 人 名 特定非営利活動法人 こころのさと 

代 表 者 理事長 永峯 喜代江 

所 在 地 
〒９６５－００５５ 

会津若松市石堂町６番３０号 

電 話 番 号 ０２４２－３７－１３３１ 

設立年月日 平成１３年１１月９日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の名称等 

名 称 
総合福祉 スピリチュアルヴィレッジ 

居宅支援 こころのさと 

指 定 番 号 生福第３３２９号 

事業所番号 ０７７０２０１６０６ 

サービス種別 居宅介護支援 

所 在 地 
〒９６５－０８２５ 

会津若松市門田町大字黒岩字石高１９４番地の２ 

電 話 番 号 ０２４２－３８－１５２０ 

ＦＡＸ番号 ０２４２－３８－１５２８ 

通常の事業 

の実施地域 

会津若松市内 

※ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

法人営業施設 

居宅介護支援事業                （１ヶ所） 

通所介護・介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業 

                        （１ヶ所） 

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護事業 （１ヶ所） 

訪問介護・介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業         

（１ヶ所） 

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業 （１ヶ所） 

小規模多機能型居宅支援介護・介護予防小規模多機能型居宅支援介護事業   （１ヶ所） 

住宅型有料老人ホーム事業            （１ヶ所） 

   

（２）事業の目的及び運営方針 

事業目的 

介護保険法令に従い、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所

の介護支援専門員が要介護状態にある契約者に対し、適切な居宅介護

支援を提供することを目的とします。 

運営方針 

●要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるように配慮して行います。 

●事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じ
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て、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サー

ビスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配

慮して行います。 

●事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定

の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう

公正中立に行います。 

●事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、

他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めま

す。 

 

（３）事業所の窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 
月曜日から土曜日まで 

（１２月３０日から１月３日までを除く。） 

営業時間 ２４時間 

 

（４）事業所の勤務体制 

職 種 業 務 内 容 勤務形態・人数 

管理者 

・従業者と業務の管理を行います。 

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必

要な指揮命令を行います。 

常 勤 １人 

介護支援専門員

を兼務 

介護支援専門員 居宅介護支援を行います。 常勤 １人以上 

 

３．サービス内容、提供方法 

内容 提供方法 

利用者からの居宅

サービス計画作成

依頼等に対する相

談対応 

当事業所内相談室において行います。 

（必要に応じて利用者の居宅を訪問します。） 

公正中立に関する

もの 

●サービス事業者の選定にあたって、複数の指定居宅サービ

ス事業者等を紹介するよう求めることが出来ます。居宅サー

ビス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由

の説明を介護支援専門員に求めることが出来ます。 

●前 6ヶ月間に作成された訪問介護、（地域密着型）通所介

護、福祉用具貸与がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計

画の割合と上記４つの各々のサービスで同一の事業者によっ

て提供されたものの割合について説明をするものとします。 

課題分析の実施 

① 課題分析の実施に当たっては、利用者が自立した生活を営 

むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握しま

す。 

② 解決すべき課題の把握（アセスメント）に当たっては、利 

用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行いま
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す。 

③ 使用する課題分析票の種類は、全社協方式とします。 

居宅サービス計画 

原案の作成 

利用者の希望及びアセスメントの結果に基づき、利用者及

び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般

の解決すべき課題、提供されるサービスの目標とその達成時

期、サービスの種類と内容等を記載した居宅サービス計画の

原案を作成します。 

サービス担当者会

議等による専門的

意見の聴取 

居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等

の担当者を招集して行うサービス担当者会議の開催、担当者

に対する照会等により、居宅サービス計画の原案の内容につ

いて、担当者から専門的見地からの意見を求めます。 

居宅サービス計画

の説明、同意、交

付 

① 居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等につい 

て、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、居宅サ

ービス計画の原案の内容について利用者又は家族に対して説

明し、文書により利用者の同意を得ます。 

② 作成した居宅サービス計画は交付します。 

居宅サービス計画

の実施状況の把握 

① 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況 

の把握（モニタリング）を行います。利用者及び家族、指定

居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、必要に応じ

て居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との

連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

② モニタリングに当たり、少なくとも１月に１回、利用者の 

居宅を訪問し、面接します。 

③ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録しま

す。 

医療機関との連携

に関するもの 

① 利用者が医療機関等に入院した際、その入院先（医療機

関）に担当介護支援専門員の氏名・連絡先を伝えてもらうよ

う依頼します。 

② 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者

に係る情報の提供を受けたとき、その他必要と認めるとき

は、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は

生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の

同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供い

たします。 

③ 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテー

ション等の医療サービスの利用を希望している場合、その他

必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を

求めます。またこの場合において、介護支援専門員は、居宅

サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主

治の医師等に交付いたします。 

④ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に規定する特定相談支援事業者、住民による自発的な活
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動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者

等との連携に努めます。 

 

 

４ 利用料、その他の費用の額 

（１）居宅介護支援の利用料 

 ア 基本利用料 

   利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として無料

です。 

区分 

（介護支援専門員１人当たりの利用者数） 
要介護１・２ 要介護３～５ 

居宅介護支援費Ⅰ 

（４５人未満の場合） 
４５人未満の部分 １０，８６０円 １４，１１０円 

居宅介護支援費Ⅱ 

（４５人以上６０人未

満の場合） 

４５人未満の部分 １０，８６０円 １４，１１０円 

４５人以上の部分 ５，４４０円 ７，０４０円 

居宅介護支援費Ⅲ 

（６０人以上の場合） 

４５人未満の部分 １０，８６０円 １４，１１０円 

４５人以上の部分 ５，４４０円 ７，０４０円 

６０人以上の部分 ３，２６０円 ４，２２０円 

 

イ 加算・減算 

   要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算・減算されます。 

 

 ①サービスの実施による加算 

加算の種類 要件 利用料 

初回加算 

(居宅変更可) 

①新規に居宅サービス計画を作成した場合 

②要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サ

ービス計画を作成する場合 

③要介護状態区分が２区分以上変更された場合

に 居宅サービス計画を作成する場合 

※新規とは、契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二

月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供し

ておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に

対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。 

１月につき 

 ３，０００円 

入院時情報連

携加算Ⅰ 

介護支援専門員が病院又は診療所に入院した

日のうちに病院等の職員に対して必要な情報を

提供した場合 

１月につき 

 ２，５００円 

入院時情報連

携加算Ⅱ 

介護支援専門員が病院又は診療所に入院後２

日以内に病院等の職員に対して必要な情報を提

供した場合 

１月につき 

 ２，０００円 

退院・退所加

算 

病院等に入院、入所していた利用者の退院、

退所に当たって病院等の職員と面談を行い、利

１月につき 

４，５００円 
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用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、

居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の

利用に関する調整を行った場合 

以上 

※回数に合わせ

て変動 

緊急時等居宅

カンファレン

ス加算 

病院又は診療所の求めにより、病院等の医師

又は看護師等とともに利用者の居宅を訪問し、

カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サー

ビス等の利用調整を行った場合 

１回につき 

 ２，０００円 

ターミナルケ

アマネジメン

ト加算 

末期の悪性腫瘍であって、２４時間連絡体制

を確保し、指定居宅支援を行うことができる体

制を整備した上で利用者が在宅で亡くなられた

場合。 

１月につき 

 ４，０００円 

通院時情報連

携加算 

利用者が医療機関において医師または歯科医

師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席

し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏ま

えてケアマネジメントを行った場合 

１回につき 

   ５００円 

 

 ②加算の基準に適合していると市に届け出ている加算 

加算の種類 要件 利用料 

特定事業所 

加算Ⅰ 

加算の体制要件、人材要件、重度要介護

者、法定研修等対応要件を満たす場合 

１月につき 

  ５，１９０円 

特定事業所 

加算Ⅱ 

加算の体制要件、人材要件、法定研修等を

満たす場合 

１月につき 

  ４，２１０円 

特定事業所 

加算Ⅲ 

加算の体制要件、人材要件、法定研修等を

満たす場合 

１月につき 

  ３，２３０円 

特定事業所 

加算Ａ 

加算の体制要件、人材要件、法定研修等を

満たす場合 

１月につき 

  １，１４０円 

 

③サービスの実施による減算 

減算の種類 要件 利用料 

同一建物減算 

指定居宅介護支援事業所の所在する建物と

同一敷地内、隣接する敷地内の建物または指

定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住す

る利用者に対してケアマネジメントを行う場

合 

１月につき 

  所定単位数の

９５％を算定 

業務継続計画

未実施減算 

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の

業務継続計画が未策定の場合 

１月につき 

所定単位数の１％

に相当する単位数

を減算 

身体拘束廃止

未実施減算 

身体的拘束等の適正化のための措置が講じ

られていない場合 

１月につき 

所定単位数の１％

に相当する単位数

を減算 
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高齢者虐待防

止措置未実施

減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための

措置が講じられていない場合 

１月につき 

所定単位数の１％

に相当する単位数

を減算 

 

（２）交通費 

 通常の事業の実施地域(会津若松市)にお住まいの方は無料です。 

 それ以外の地域にお住まいの方は、介護支援専門員が訪問するための交通費の実費

をご負担していただきます。 

なお、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、１ｋｍ

当たり１００円を請求します。 

（３）解約料 

   いつでも解約することができ、料金はかかりません。 

（４）事務手続き代行 

   利用者の希望により事務手続きを代行することがありますが、その手続きにかかる

費用は実費となる場合があります。ただし、要介護認定申請に関わる事務手続きにつ

いては無料と致します。 

 

５ 秘密の保持 

（１）従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員であ

る期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業

者との雇用契約の内容とします。 

（２）利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の

個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書

で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いませ

ん。 

（３）利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めます。 

 

６ 身体拘束の防止対策 

  身体拘束の防止に備えて身体拘束防止計画等を作成し、身体拘束防止対策の責任者・

相談窓口を決め、年４回以上の研修、委員会を実施します。 

 

７ 虐待の防止対策 

虐待の防止に備えて虐待防止計画等を作成し、虐待防止対策の責任者・相談窓口を

決め、年４回以上の委員会、適宜研修を実施します。 

 

８ ハラスメント防止対策 

ハラスメントの防止に備えてハラスメント防止計画を作成し、ハラスメント防止対

策の責任者・相談窓口を決め、年２回以上の委員会、適宜研修を実施します。 

 

９ 非常災害対策 
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非常災害に備えて業務継続計画等を作成し、防火管理者または防災等についての責

任者を決め、年２回以上の委員会・訓練を実施します。 

また、非常災害時に自事業所の業務が滞ることが発生した場合に備えて『若松第３

包括支援センター圏域居宅介護支援事業所間の協定』を締結し、協定間の他事業所が

一時的に業務の代行を行うものとします。 

 

１０ 感染症対策 

感染症の流行に備えて業務継続計画等を作成し、感染対策についての責任者を決

め、年２回以上の委員会・訓練を実施します。 

 

１１ 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡するととも

に、必要な措置を講じます。 

  また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償

いたします。 

  なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

     保険会社名 東京海上日動 

     保険名   事業活動包括保険 

 

１２ サービス提供に関する相談、苦情 

（１）苦情処理の体制及び手順 

  ア サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。 

  イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりで

す。 

 １) 利用者等は、苦情の内容を口頭又は文書により、苦情受付担当者に伝えま

す。 

 ２) 苦情受付担当者は、苦情解決責任者に報告し、苦情解決責任者は、申し立て

られた苦情内容について、申し立て者と協議し、問題の解決に当たります。 

 ３) 個別に対応が可能であるものに対しては、苦情解決責任者は直ちに対処し、

問題を解決します。 

 ４) 苦情解決の内容が運営規程の改定に関する場合には、運営規程の改定の検討

を行います。 

 ５) 苦情の内容は、帳簿に記録して５年間保存します。 

 

（２）事業所苦情相談窓口 

担  当 

電話番号 

受付時間 

受 付 日 

管理者兼介護支援専門員 菅原 諭志 

０２４２－３８－１５２０  

午前８時３０分から午後５時３０分まで 

月曜日から土曜日まで（１２月３０日から１月３日までを除く。） 

 

（３）その他苦情・相談 

市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。 
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福島県運営適正化委員会 ０２４－５２３－２９４３ 

福島県国民健康保険団体連合会介護保険課 ０２４－５２８－００４０ 

市町村介護担当係  

 

１３．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

 

実施の有無 なし 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 指定居宅介護支援の提供開始に当たり、利用者に対して、契約書及び重要な事項を説明

交付しました。 

 

【事 業 者】 

   

所 在 地   会津若松市石堂町６番３０号 

事業所名   特定非営利活動法人 こころのさと 

代表者名   理事長  永 峯  喜 代 江  

    

 担当事業所 

所 在 地   会津若松市門田町大字黒岩字石高１９４番地の２ 

事業所名   総合福祉 スピリチュアルヴィレッジ 

居宅支援 こころのさと 

事業所番号  ０７７０２０１６０６ 

説 明 者   菅 原  諭 志 

 

  

私は、事業者から重要な事項の説明を受け、指定居宅介護支援の提供開始について同意

しました。 

 

【利 用 者】 

 

         住 所                        

 

         氏 名                                            

 

【代 理 人】 

         

         住 所                        

 

         氏 名                                            

           （利用者との関係：             ） 

 


